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静岡産業大学 後援会規約 

 

 

第１章  総  則 

第１条 本会は、静岡産業大学後援会（以下「本会」という。）という。 

 

第２条 本会の事務局は、静岡産業大学磐田キャンパス及び藤枝キャンパス（以下「大学」とい

う。）内に置く。 

 

第３条 本会は、会員相互の親睦をはかり、大学の教育活動を援助して学生の福利増進をはか

り、併せて大学の教育充実と発展に寄与することを目的とする。 

 

第４条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 

（１） 大学内の教育環境等の整備充実に関すること。 

（２） 学生のキャリア支援充実に関すること。 

（３） 学生の諸活動の助成に関すること。 

（４） 学生の学園生活の充実に関すること。 

（５） その他前条の目的を達成するために総会及び理事会で必要と認めたこと。 

 

 

第２章  組織及び会費 

第５条 本会は、次の会員をもって組織する。 

（１） 普通会員 本学の学生の父母または保証人。 

（２） 賛助会員 本学の趣旨に賛同し、入会を希望する者で、理事会の承認を得たもの。 

 

第６条 本会の普通会員の会費は、年額 25,000円とし（外国人留学生は 10,000円）、 

在学生は前期授業料納付時、新入生は入学手続き時に年額を一括納入するものとする。なお、

賛助会員の会費は、本人の自発的拠出金とする。 

 

第７条 本会に次の機関を置く。 

（１） 総会 

（２） 理事会 

 

 

 



 

 

第８条 総会は、次の事項を決議する。 

（１） 役員の選任 

（２） 規約の改変 

（３） 予算の決定 

（４） 決算の承認 

（５） その他重要と認める事項 

 

第９条 総会は会長が招集し、議長となる。定期総会は、年１回開催する。ただし、 

会長または理事会が必要と認められたときは、臨時総会を開催することができる。 

 

第 10条 総会の決議は、総会員の４分の１以上の出席を要し、出席会員の過半数で決 

定する。ただし、あらかじめ委任状を提出した者は出席とみなす。 

2 総会に欠席する会員の議決権は、会長または他の会員に委任することができる。 

 

第 11条 理事会は、会長、副会長、理事、及び監事をもって構成し、会長がこれを招集 

し、議長となる。 

2 理事会は、必要に応じて開催する。 

3 理事会は、次の事項を協議する。 

（１） 事業計画 

（２） 総会に付議する事項 

（３） その他重要と認める事項 

 

 

第３章  役  員 

第 12条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会 長  １ 名 

（２） 副会長  １ 名 

（３） 理 事  若干名 

（４） 監 事  ２ 名 

2 本会に顧問を置くことができる。 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 13条 本会の役員の選任及び職務は、次のとおりとする。 

（１） 会長は、理事の内から総会において選任する。会長は本会を代表し、会務を統括 

する。 

（２） 副会長は、総会の同意を得て、理事の中から会長が指名する。副会長は、会長を 

補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（３） 理事は、会員中より総会において選任する。理事は理事会を構成し、所掌事項を 

協議する。 

（４） 監事は、会員中より総会において選任する。監事は、会計、会務を監査する。 

 

第 14条 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了後においても、新たに 

役員が選出されるまでの間は、前任者が引き続きその職務を行う。 

 

第 15条 本会に事務局を置く。 

2 事務局は大学各キャンパス総務課内に置き、庶務会計の事務処理を総務課長に委託する。 

 

 

第４章  会  計 

第 16条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

2 事業については、原則として各キャンパス収入の範囲内で実施する。 

 

第 17条 本会の資産の管理及び処分は、理事会の決議を経て会長が行う。 

 

第 18条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までとする。 

 

 

 

附 則 

本規約は、平成 31年４月１日から施行する。 

なお、静岡産業大学経営学部後援会規約（平成 6年 4月 1日施行）及び静岡産業大学情報学部 

後援会規約（昭和 63年 4月 1日施行）は平成 31年 3月 31日をもって廃止する。 


